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議案質疑

疑

議

案

質

放
射
線
量
測
定
器
の
購
入

に
つ
い
て

放射線量の測定（保育園）

請
願
・
陳
情
に
つ
い
て

　
請
願
書
・
陳
情
書
は
邦
文
で
、
願
い
の

要
旨
、
提
出
年
月
日
、
請
願
・
陳
情
者
の

住
所
、
氏
名
（
法
人
や
団
体
等
の
場
合
は

そ
の
名
称
と
代
表
者
名
）
及
び
紹
介
議
員

（
陳
情
書
に
は
不
要
）
を
記
載
し
、
押
印
さ

れ
た
も
の
を
議
長
あ
て
に
提
出
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
請
願
書
・
陳
情
書
は
い
つ
で
も

議
会
事
務
局
で
受
け
付
け
を
し
て
い
ま
す

が
、
定
例
会
ご
と
に
締
め
切
り
日
が
あ
り

ま
す
の
で
、
事
前
に
議
会
事
務
局
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
　
℡
24-

２
１
１
１
（
内
線
３
７
２
）

○○○○に関する請願書
　　　　　　　 （陳情書）

 紹介議員　○○○○ ㊞
(陳情書の場合、紹介議員
は必要ありません）

○○○○に関する請願(陳情）

【要旨】
 ・・・・・・・・・・・・
 ・・・・・・・・・・・・
 ・・・・・・・・・・。

   〇年〇月〇日
     提出者（代表者）
     住　所　・・・・・・
     氏　名　○○○○ ㊞

筑西市議会議長
　○○○○ 様

表 
紙

本 

文

請
　
願

下　館　武　道　館

災
害
弔
慰
金
の
支
給
に

つ
い
て

　
全
議
案
に
対
す
る
質
疑
は
、
６
月
15
日
に
行
わ
れ
、
３
人
の
議
員
が
８

項
目
に
及
ぶ
質
疑
を
し
ま
し
た
。

　
そ
の
主
な
も
の
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
質
疑
】
放
射
線
量
測
定
器
を
60
台
購

入
し
、
市
内
の
教
育
・
保
育
施
設
に
貸

与
し
各
施
設
を
測
定
し
て
も
ら
う
よ
う

だ
が
、
測
定
方
法
の
指
導
、
公
表
方
法

に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

【
総
務
部
長
】
購
入
予
定
の
機
器
は
大

気
中
の
環
境
放
射
線
を
簡
単
に
精
度
良

く
測
定
で
き
る
ハ
ン
デ
ィ
タ
イ
プ
の
測

定
器
で
あ
る
。
貸
与
す
る
に
当
た
り
説

明
会
を
開
催
し
、
取
扱
い
方
法
等
を
理

解
し
て
い
た
だ
き
、
各
施
設
で
心
配
さ

れ
る
場
所
を
測
定
し
て
い
た
だ
く
。
測

定
結
果
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
各
施
設

で
測
定
結
果
に
ば
ら
つ
き
が
出
な
い
よ

う
に
、
測
定
方
法
・
地
表
か
ら
の
高
さ
・

施
設
内
の
位
置
、
測
定
回
数
等
を
統
一

し
て
測
定
し
た
結
果
を
公
表
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

【
質
疑
】
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関

す
る
条
例
の
目
的
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

【
福
祉
部
長
】
自
然
災
害
に
よ
り
死
亡

し
た
市
民
の
遺
族
に
対
す
る
災
害
弔
慰

金
の
支
給
と
、
自
然
災
害
に
よ
り
被
害

を
受
け
た
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護

資
金
の
貸
付
を
行
い
、
市
民
の
福
祉
及

び
生
活
の
安
定
に
資
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

　

次
の
請
願
は
、
６
月
定
例
会
ま
で
に

受
け
付
け
た
も
の
で
す
。
な
お
、
今
定

例
会
に
上
程
さ
れ
た
請
願
２
件
は
、
関

係
常
任
委
員
会
に
お
い
て
慎
重
に
審
査

を
行
い
、
６
月
20
日
の
本
会
議
で
次
の

と
お
り
議
決
さ
れ
ま
し
た
。

▲
請
願
第
２
号　

筑
西
市
武
道
館
早
期

使
用
再
開
に
関
す
る
請
願 

（
採
択
）

▲
請
願
第
３
号　

筑
西
市
武
道
館
存
続

に
関
す
る
請
願　
　

 

　
　

（
採
択
）
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公
民
館
の
災
害
復
旧
費

に
つ
い
て

体
育
施
設
の
修
繕
に
つ
い
て

協 和 の 杜 体 育 館

大田公民館２階

【
質
疑
】
弔
慰
金
と
貸
付
金
の
内
容
に

つ
い
て
伺
い
た
い
。

【
福
祉
部
長
】
災
害
弔
慰
金
は
死
亡
者

の
遺
族
に
対
し
て
、
生
計
維
持
者
の

死
亡
は
５
０
０
万
円
、
そ
の
他
の
場

合
は
２
５
０
万
円
と
な
る
。
災
害
障

害
見
舞
金
は
、
例
え
ば
、
両
眼
の
失

明
、
両
上
肢
を
ひ
じ
関
節
以
上
で
失
っ

た
方
、
両
下
肢
の
用
を
全
廃
し
た
方
等

で
、
生
計
維
持
者
の
場
合
は
２
５
０
万

円
、
そ
の
他
の
場
合
は
１
２
５
万
円
と

な
っ
て
い
る
。
災
害
援
護
資
金
の
一

世
帯
当
た
り
の
貸
付
限
度
額
は
、
世
帯

主
の
負
傷
が
な
い
場
合
で
、
（
ア
）
家

財
の
損
害
が
あ
り
、
住
居
の
損
害
が
な

い
場
合
１
５
０
万
円
、
（
イ
）
住
居
が

半
壊
し
た
場
合
１
７
０
万
円
、
（
ウ
）

住
居
が
全
壊
の
場
合
（
エ
を
除
く
。
）

２
５
０
万
円
、
（
エ
）
住
居
滅
失
ま
た

は
流
失
の
場
合
３
５
０
万
円
等
で
、
所

得
に
よ
る
制
限
が
あ
る
が
、
補
修
さ
れ

る
方
、
新
た
に
購
入
・
建
設
さ
れ
る
方

が
対
象
と
な
る
。

【
質
疑
】
償
還
免
除
、
減
免
制
度
に
つ

い
て
伺
い
た
い
。

【
福
祉
部
長
】
①
貸
付
を
受
け
た
方
が
、

死
亡
し
た
と
き
、
②
精
神
若
し
く
は
身

体
に
著
し
い
障
害
を
受
け
た
た
め
災
害

援
助
資
金
を
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
償

還
未
済
額
の
全
部
又
は
一
部
の
償
還
を

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
質
疑
】
条
例
の
改
正
し
た
部
分
を
伺

い
た
い
。

【
福
祉
部
長
】
災
害
援
護
資
金
に
つ
い

て
は
、
①
償
還
期
間
10
年
→
13
年
、
②
据

置
期
間
３
年
→
６
年
、
③
利
率
３
％
→

１
・
５
％
（
保
証
人
を
立
て
る
場
合
は

無
利
子
）
④
償
還
金
の
支
払
い
の
猶
予

を
受
け
た
方
が
、
支
払
期
日
か
ら
10
年

を
経
過
し
た
後
に
お
い
て
無
資
力
の
場

合
で
、
償
還
金
を
支
払
う
こ
と
が
で
き

る
見
込
み
が
な
い
場
合
に
免
除
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
改
正
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。

【
質
疑
】
大
田
公
民
館
は
今
回
の
災
害

復
旧
工
事
に
よ
っ
て
耐
震
耐
力
度
は

ア
ッ
プ
す
る
の
か
。
ま
た
、
工
事
完
了

の
め
ど
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

【
教
育
次
長
】
今
回
の
工
事
は
、
災
害

の
被
害
に
あ
っ
た
部
分
を
復
旧
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
通
常
の
耐

震
補
強
工
事
の
よ
う
に
耐
震
耐
力
度
を

ア
ッ
プ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か

し
、
耐
震
強
度
の
低
い
と
思
わ
れ
る
部

分
に
つ
い
て
は
耐
震
補
強
工
事
を
行
う

予
定
で
あ
る
。
復
旧
工
事
は
年
内
に
完

了
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

【
質
疑
】
３
地
区
の
体
育
館
を
修
繕
す

る
が
内
容
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

【
教
育
次
長
】
各
体
育
館
は
、
天
井
落

下
の
被
害
を
受
け
て
い
る
。
今
回
の
修

繕
は
、
天
井
の
取
り
付
け
を
行
う
の
で

は
な
く
、
天
井
を
撤
去
す
る
工
事
と
な

る
。
各
体
育
館
を
個
別
に
み
る
と
、
①
関

城
体
育
館
は
、
２
階
の
柱
に
欠
損
、
照

明
器
具
の
落
下
及
び
非
点
灯
、
火
災
報

知
器
の
落
下
。
②
明
野
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

セ
ン
タ
ー
・
明
野
武
道
館
は
、
ト
イ

レ
の
タ
イ
ル
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
破

損
、
天
井
ガ
ラ
ス
の
破
損
・
落
下
、
ア

リ
ー
ナ
照
明
器
具
の
落
下
。
③
協
和
の

杜
体
育
館
は
、
屋
根
上
部
の
明
り
取
り

ガ
ラ
ス
破
損
、
電
動
ブ
ラ
イ
ン
ド
の
破

損
、
ア
リ
ー
ナ
照
明
器
具
の
脱
落
及
び

非
点
灯
な
ど
の
被
害
が
あ
り
、
そ
れ
を

修
繕
す
る
こ
と
に
な
る
。

【
質
疑
】
使
用
再
開
の
予
定
に
つ
い
て

伺
い
た
い
。

【
教
育
次
長
】
６
月
中
に
設
計
を
行
い
、

11
月
中
に
工
事
が
完
成
す
る
予
定
で
あ

り
、
そ
の
後
使
用
再
開
に
な
る
と
考
え

て
い
る
。

【
質
疑
】
市
民
に
対
す
る
情
報
提
供
に

つ
い
て
伺
い
た
い
。

【
教
育
次
長
】
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

ピ
ー
プ
ル
な
ど
で
広
報
し
た
ほ
か
、
４

月
と
６
月
に
「
筑
西
市
体
育
施
設
及
び

学
校
開
放
の
利
用
者
貸
出
説
明
会
並

び
に
調
整
会
議
」
を
開
催
し
、
施
設
の

現
状
や
貸
し
出
し
に
つ
い
て
周
知
し
た
。

今
後
も
順
次
開
催
し
て
い
く
。




